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働制を解消
管理する対象に

菱

全

”一
】

三
菱
電
機
は
裁
量
労
働
制
を
解
消
し
、
３
月
１
６
日
か
ら
改
定
さ
れ
た
新
制
度
を
実

施
し
て
い
る
こ
と
が
、
一
一
の
ほ
ど
分
か
り
ま
し
た
。
職
場
で
は
「本
来

の
時
間
管
理
の

対
象
に
な

っ
て
、
良
か

っ
た
」
と
喜
び
の
声
が
あ
が

っ
て
い
ま
す
。

改
定
の
概
要
は
、①
専
門

企
画
職
の
裁
量
労
働
制
適
用

を
解
消
し
、
労
働
時
間
を
管

理
す
る
対
象
と
す
る
。
②
裁

量
月
俸
（専
門
企
画
手
当
＝

裁
量
手
当
含
む
）
の
処
遇
体

系
は
、
現
行
ど
お
り
と
す
る

が
、
時
間
外

・休
日
割
増
金

実
績
が
専
門
企
画
手
当
を
超

過
し
た
場
合
は
、
そ
れ
に
代

わ
り
時
間
外
・休
日
割
増
賃

金
を
支
給
す
る
と
い
う
も
の

で
す
。

改
定

の
理
由
は

「長
時
間

労
働

の
抑
制

。
健
康
確
保
等

の
観
点
か
ら
労
働
時
間
を
よ

り
厳
正
に
管
理
す
る
」
た
め

と
し
て
い
ま
す
。

長

時

間

労

働

と

タ

ダ

働

き

の

温

床

三
菱
電
機
は
０
４
年
４

月
、裁
量
労
働
制
を
導
入
。

実
際
の
労
働
時
間
と
は
関
係

な
く
、あ
ら
か
じ
め
労
使
で

決
め
た
「時
間
外
労
働
月
３

５
時
間
」働
い
た
も
の
と
み

な
し
、
「裁
量
手
当
」
と
し
て

支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
繁
忙
が
続
く
開

発

。
設
計
部
門
で
は
、

月
８

０
時
間
の
残
業
は
普
通
で
、

半
分
以
上
は
タ
ダ
働
き
、
労

働
時
間
は
上
限
規
制
が
な
く

労
働
者
は
際
限
の
な
い
長
時

間
労
働
に
追
い
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

今
国
会

で
安
倍
政
権
が
成

立
を
ね
ら
う

「
働
き
方
改
革
」

の
ひ
と

つ

「裁
量
労
働
制
拡

大
」
は
、
共
産
、
立
憲
民
主
、

民
進
、
希
望
、
自
由
、
社
民
党

の
野
党

６
党

の
追

及

で
―

「
調
査
デ

ー
タ

の
ね

つ
造

」
、

野
村
不
動
産

の

「違
法
適
用
」

と

「過
労
死
隠
し
」
、
「み
な
し

労
働
時
間
」
と
実
労
働
時
間

の
か

い
離
な
ど
実
態
が
明
ら

か
に
さ
れ
、
法
案

か
ら
削
除

す
る
事
態

に
追

い
込
ま
れ
ま

し
た
。

三
菱
電
機

の
裁
量
労
働
制

の
解
消
と
改
定

は
、

一
）う

し

た
国
会

論

戦

と
急

速

に
高

ま

っ
た
国
民
世
論

の
も
と
で

行
わ
れ
た
も

の
で
す
。
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与党、審議入り強行「働き方」語る資格なし
日
本
共
産
党

三
菱
電
機
伊
丹
委
員
会
　
伊
丹
市
千
僧
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「働き方改革」法案

ここが問題

安
倍
内
閣
が
今
回
会
で
成
立
を
ね
ら
う

「働
き
方
改
革
」

一

括
法
案
が
４
月
２
７
日
の
衆
院
本
会
議

で
、
審
議
入
り
が
強
行

さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
ね

つ
造

・
隠

ぺ

い
に
ま

み
れ
、
国
民

を
あ
ざ

む
く
安
倍
内
閣
に

「働
き
方
」
を
言

い
だ
す
資
格
が
な

い
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な

つ
て
い
ま
す
。

■
長

時

間

労

働

が

底

な

し

年
収
■
０
７
５
万
円
以
上
の

「高
度
専
門
職
」
に

つ
い
て
、
労

働
時
間
、
休
憩
、
割
増
賃
金
な
ど

の
時
間
規
制
を
撤
廃
す
る

「高

度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ヨ
ナ
ル
制
度
」

を
導
入
。
使
用
者
は
労
働
時
間

を
管
理
せ
ず
、
残
業
代
も
払
い

ま
せ
ん
。
際
限
の
な
い
長
時
間

労
働
が
強
い
ら
れ
、
過
労
死
し

て
も
自
己
責
任
と
さ
れ
ま
す
。

年
収
基
準
も
経
団
連
は
４
０
０

万
円
を
主
張
し
て
お
り
、
引
き

下
げ
は
必
至
で
す
。

■
過

労

死

招

く

残

業

容

認

青
天
丼
と
な

つ
て
い
る
残
業

時
間
に
上
限
を
設
け
る
も
の

の
、

「月
１
０
０
時
間
未
満
」

「
２
～
６
カ
月
平
均
で
月
８
０

時
間
」
ま
で
容
認
人
口
法
化
し

ま
す
。
研
究
開
発
は
適
用
除
外

し
、
建
設
業
や
自
動
車
運
転
業

務
、
医
師
は
５
年
間
先
送
り
す

る
な
ど
長
時
間
労
働
を
温
存
じ

ま
す
。

■

非

正

規

格

差

を

固

定

化

正
規
と
非
正
規
雇
用
の
格
差

に
つ
い
て
、
配
置
転
換
な
ど
人

材
活
用
の
仕
組
み
や
、
労
働
者

の
能
力

・
成
果
な
ど
企
業
の
恣

意

（し
い
）
的
判
断
で
容
認
・
拡

大
し
ま
す
。
企
業
は
格
差
に
つ

い
て
労
働
者
に
説
明
す
る
だ
け

で
よ
く
、
裁
判
に
な

っ
て
も
立

証
責
任
を
労
働
者
に
負
わ
せ
た

ま
ま
で
す
。

■

無

権

利

労

働

を

広

げ

る

雇
用
対
策
法
を
労
働
施
策
総

合
推
進
法
に
改
定
。
「生
産
性

の
向
上
」
を
目
的
に
加
え
、
「多

様
な
就
業
形
態

の
普
及
」
を
国

の
雇
用
施
策
に
据
え
ま
す
。

労
働
強
化
を
進
め
、
非
正
規

労
働
者
や
請
負
・委
託

へ
の
置

き
換
え
を
後
押
し
す
る
も
の

で
、
一雇
用
対
策
法
を
リ
ス
ト
ラ

促
進
法
に
変
質
さ
せ
ま
す
。

過 労 死 ライ ン ‐

発症前の2～ 6ヵ 月‐

間にlヵ 月当たり80時

間を超えるか、発症前|

のlヵ 月に100時間を超|

える残業時間。

世

論

と

運

動

を

広

げ

廃

案

に

「朝
日
」
世
論
調
査
で
は

「働
き
方
改
革
」
法
案
を
今

国
会
で
成
立
さ
せ
る
「必
要

が
な
い
」
は
６
割
を
超
え
て

い
ま
す
。

過
労
死
遺
族
の
人
た
ち
が

怒
り
の
声
を
あ
げ
、
労
働
組

合
運
動
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン

タ
ー
の
違

い
を
超
え
、
法
案

反
対
の
取
り
組
み
が
広
が

っ

て
い
ま
す
。

「目
玉
」
法
案

の
国
会
審

議
入
り
が
大
幅
に
遅
れ
、
日

程
が
綱
渡
り
な
る
ほ
ど
安
倍

政
権
は
追
い
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
世
論
と
運
動
を
広
げ
、

廃
案
に
追

い
込
み
ま
し
ょ

つヽノ。


